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いじめが疑われる情報 
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いじめ防止委員会 

【構成員】 
  校長、教頭、事務主幹、学部主事、生活支援部主 
  任、人権教育推進担当者、養護教諭 
  ※事案に応じて、当該学級担任、心理や福祉の専 
     門家、弁護士、医師、教員・警察官経験者など 
          の外部専門家に参加をしてもらう。 

指導方針の決定・指導体制の確認 

いじめの認知 

調査方針・方法の決定 

いじめ解消に向けた取組 
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関係機関 
・所轄警察署 
・児童相談所 
・市町福祉部局 
・法務局 
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見守り 再発防止及び 
未然防止活動 

【聞き取りの注意点】 
・被害児童生徒や、いじめを知らせてくれた児童生徒等に充分配慮し、事実確認を行う。 
・いじめの被害児童生徒、加害児童生徒だと決めつけずに事実確認をする。 
・複数名で行う。 
・傍観者や観衆の聞き取りには、『見た話』『聞いた話』『噂話』なのかを明確にする。また、 
 『聞いた話』『噂話』は裏付けをとるようにする。 
 
【アンケートの実施】 
・必要に応じて当該学部または全学部の児童生徒にアンケート調査を実施する。 

生活支援部による聞き取り 
～被害者・加害者・保護者・傍観者～ 

聞き取り 


